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●
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
の
設
置

管
理
条
例
の
一
部
改
正
…
可
決

遠
山
議
員
…
重
要
な
役
割
を
担

う
セ
ン
タ
ー
の
位
置
づ
け
や
、

心
の
授
業
の
取
り
組
み
を
評
価

す
る
。
賛
成
。

落
合
議
員
…
い
じ
め
通
報
ア
プ

リ
「
Ｓス

ト

ッ

プ

Ｔ
Ｏ
Ｐ
ｉイ

ッ
トｔ

」
の
導
入

等
、
相
談
体
制
の
充
実
が
図
ら

れ
る
こ
と
に
期
待
。
賛
成
。

●
市
立
こ
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
…
可
決

阿
部
議
員
…
専
門
職
員
が
保
育

所
に
訪
問
し
、
通
所
す
る
お
子

さ
ん
を
直
接
指
導
す
る
こ
と

は
、
早
期
療
育
に
効
果
を
発
揮

す
る
。
賛
成
。

●
取
手
市
み
ん
な
で
い
じ
め
を

な
く
す
た
め
の
条
例
…
可
決

関
戸
議
員
…
自
死
事
案
の
検
証

と
総
括
の
な
い
ま
ま
条
例
制
定

は
や
め
る
べ
き
。
急
ぐ
べ
き
で

は
な
い
。
反
対
。

池
田
議
員
…
完
璧
な
条
例
と
は

思
わ
な
い
が
、
動
か
な
け
れ
ば

何
も
始
ま
ら
な
い
。
運
用
の
中

で
よ
り
良
い
も
の
に
。
賛
成
。

小
池
議
員
…
格
差
社
会
に
よ
る

貧
困
な
ど
、
い
じ
め
の
背
景
を

つ
か
み
、
向
き
合
い
、
対
策
を

取
る
こ
と
が
出
発
点
。
そ
こ
か

ら
条
例
に
つ
な
が
る
。
反
対
。

竹
原
議
員
…
今
、
い
じ
め
で
悩

む
子
に
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る

可
能
性
が
高
ま
る
。
今
後
も
柔

軟
な
対
応
を
。
賛
成
。

落
合
議
員
…
条
例
が
で
き
た
後

が
肝
要
。
一
刻
も
早
く
い
じ
め

に
苦
し
む
子
に
希
望
を
与
え
、

教
育
行
政
・
現
場
で
生
か
す
こ

と
が
大
切
。
賛
成
。

●
①
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
②
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
人
員
、
運
営
基
準
等
を
定

め
る
条
例
③
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
人
員
、
運
営

基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正
④
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
人
員
等

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

正
⑤
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の

運
営
、
支
援
方
法
等
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正
…
①
～

⑤
全
て
可
決

小
池
議
員
…
保
険
料
値
上
げ
は

市
民
の
負
担
を
強
い
る
。
利
用

者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
求

め
ら
れ
る
。①
～
⑤
全
て
反
対
。

小こ
づ
つ
み堤
議
員
…
６
０
０
０
円
以

上
値
上
げ
の
自
治
体
も
多
い
中
、

取
手
市
は
２
０
０
円
の
値
上
げ

と
低
額
に
抑
え
、
質
の
高
い
適

正
な
事
業
展
開
が
遂
行
さ
れ

る
。
条
例
制
定
や
一
部
改
正
は

国
の
法
改
正
に
伴
う
も
の
で
市

民
福
祉
の
安
全
確
保
と
増
進
が

図
ら
れ
る
。①
～
⑤
全
て
賛
成
。

池
田
議
員
…
介
護
保
険
を
持
続

さ
せ
る
た
め
に
は
や
む
を
得
な

い
値
上
げ
。
障
害
福
祉
事
業
所

で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い

と
い
う
障
が
い
者
の
要
望
に
応

え
る
も
の
。
①
・
③
に
賛
成
。

阿
部
議
員
…
取
手
市
は
県
内
で

９
番
目
に
高
い
高
齢
化
率
の
中
、

３
番
目
に
低
い
基
準
額
。
健
康

づ
く
り
に
力
を
入
れ
た
結
果
で

あ
る
。
①
に
賛
成
。

細
谷
議
員
…
一
問
一
答
で
は
執

行
部
が
答
弁
に
窮
し
、
即
答
で

き
な
い
と
い
う
弊
害
も
あ
っ

た
。
一
括
質
問
で
よ
り
幅
広
い

質
問
が
で
き
る
。
賛
成
。

結
城
議
員
…
一
問
一
答
、
一
括

質
問
ど
ち
ら
も
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
選
択
制
に

し
、
よ
り
市
民
に
分
か
り
や
す

い
一
般
質
問
に
な
る
。
賛
成
。

●
議
会
会
議
規
則
・
委
員
会
条

例
・
議
会
基
本
条
例
の
一
部
改
正

（
請
願
・
陳
情
の
取
り
扱
い
を
明

確
に
し
、
傍
聴
者
発
言
の
規
定

を
整
理
す
る
も
の
）
…
可
決

池
田
議
員
…
請
願
も
陳
情
も
同

じ
市
民
の
意
見
。
ど
ち
ら
も
議

会
で
審
議
す
べ
き
。
反
対
。

関
戸
議
員
…
市
民
に
開
か
れ
た

議
会
と
し
て
、
陳
情
も
政
策
提

言
と
受
け
止
め
て
き
た
も
の
を

後
退
さ
せ
て
し
ま
う
。
反
対
。

●
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
的
改

正
を
求
め
る
意
見
書
…
可
決

米
軍
基
地
か
ら
派
生
す
る
事

件
・
事
故
等
か
ら
国
民
の
生
命
・

財
産
と
人
権
を
守
る
に
は
現
協

定
で
は
不
十
分
。
根
本
的
な
解

決
の
た
め
日
米
地
位
協
定
を
抜

本
的
に
見
直
す
よ
う
要
望
す
る

も
の
。

〔
提
出
者
〕
池
田
議
員
他
２
人

竹
原
議
員
…
具
体
的
に
ど
こ
を

改
め
る
の
か
。
何
が
不
十
分
な

の
か
明
記
が
な
い
。
反
対
。

関
戸
議
員
…
国
内
で
米
軍
機
な

ど
の
事
故
が
あ
っ
て
も
捜
査
で

き
な
い
。
見
直
し
で
捜
査
権
を

含
む
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
本
気

で
米
国
に
求
め
る
べ
き
。賛
成
。

●
ウ
ェ
ル
ネ
ス
プ
ラ
ザ
設
置
管

理
条
例
の
一
部
改
正
…
可
決

加か

ぞ

う増
議
員
…
デ
ッ
キ
テ
ラ
ス
は

子
ど
も
が
自
由
に
遊
べ
る
場
と

し
て
開
放
す
べ
き
。
有
料
化
は

市
民
の
負
担
に
な
る
。
反
対
。

岩
澤
議
員
…
デ
ッ
キ
テ
ラ
ス
貸

出
で
イ
ベ
ン
ト
等
に
活
用
す
る

こ
と
で
、
に
ぎ
わ
い
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
賛
成
。

●
議
会
会
議
規
則
・
議
会
基
本

条
例
の
一
部
改
正
（
一
般
質
問

の
際
、
議
長
の
許
可
を
得
て
一

括
質
問
を
可
と
す
る
も
の
）
…

可
決

〔
提
出
者
〕
齋
藤
議
員
他
５
人

赤あ

か

ば羽
議
員
…
一
問
一
答
方
式
の

方
が
理
解
が
深
ま
る
と
し
て
一

括
質
問
を
廃
止
し
た
経
緯
が
あ

る
。
反
対
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書

●
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正
…
可
決

小
池
議
員
…
県
内
初
の
18
歳
以

下
の
50
％
軽
減
策
に
は
感
謝
す

る
が
、
資
格
証
明
書
発
行
の
取

り
や
め
、
国
保
税
引
き
下
げ
を

繰
り
返
し
求
め
る
。
反
対
。

阿
部
議
員
…
今
後
は
18
歳
以
下

無
料
を
望
む
が
、
速
や
か
な
対

応
を
歓
迎
。
賛
成
。

●
教
育
長
（
伊
藤
哲さ

と
し

氏
（
61
）

＝
水
戸
市
）・
教
育
委
員
（
櫻

井
由よ

し

こ子
氏
（
55
）
＝
桑く

わ
ば
ら原

）
の

選
任
…
い
ず
れ
も
同
意

加
増
議
員
…
教
育
長
一
人
の
責

任
で
は
済
ま
な
い
。
い
じ
め
に

よ
る
重
大
事
態
で
は
な
い
と
議

決
し
た
当
時
の
委
員
と
市
長
の

責
任
問
題
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま

で
は
同
意
で
き
な
い
。
反
対
。

結
城
議
員
…
伊
藤
氏
は
旧
取
手

市
・
藤
代
町
の
合
併
当
時
、
教

育
長
を
務
め
、
小
中
学
校
適
正

配
置
基
本
計
画
に
も
携
わ
り
、

市
の
教
育
環
境
を
理
解
し
て
い

る
。
櫻
井
氏
も
職
歴
・
経
歴
共

に
最
適
な
人
物
。
賛
成
。

教育総合支援センター（旧戸
と が し ら

頭西小）
詳細情報は右記QRコードから

ウェルネスプラザ３階デッキテラス

議会運営委員会では、陳情の取り扱いや議会報告会のあ
り方等について協議してまいりました。今回の議会会議
規則・議会基本条例・委員会条例の一部改正で変更とな
る主なものと内容は次のとおりです。

○一般質問における質問の方法
　�⇒一問一答方式のみとしていたものを、議長の許可により一括
質問方式で質問できるようにします。
○陳情の取り扱い
　�⇒陳情は原則、議員へ写しの配布とな
ります。ただし、議長が特に必要と認
めたものは請願と同様に審査されます。
（詳しくは 10ページに掲載しています）
○市民との意見交換会
　�⇒これまで「議会報告会」として開催
していたものを、市民との対話を中心
にするため、名称（意見交換会）と合
わせて変更しました。（次回の開催は
10 ページに掲載しています）

市議会の運用が一部変わります


